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青
森
県
告
示
第
三
百
四
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
の
表
蛇
浦
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
の
表
奥
戸
第
一
区
域
の
項
、
奥
戸
第
二
区
域
の
項
及
び
三
の
表
奥
戸
区
域
の
項
を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
五
月
二
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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奥
戸
区
域

奥
戸
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

う
ち
甲
の
地
区

大
間
町
大
字
奥
戸
字
奥
戸

村
、
字
向
町
、
字
浜
町
通
、

字
小
奥
戸
及
び
字
館
ノ
上
の

区
域

う
ち
乙
の
地
区

大
間
町
大
字
奥
戸
字
材
木

村
、
字
八
森
、
字
材
木
川
目
、

字
新
釜
及
び
字
材
木
の
区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が
行
う
漁
業

３

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
乙
の
地
区
の
者
が
行
う
漁
業

�
�
�
�
�

�
�
�
�
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面
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号
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路
の

種

類

路
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名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
五
月
二
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
一
六
〇
か
ら

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
四
二
の
一
ま
で

平
成
��･

�･

��

県
道
青
森
五
所
川
原
線

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
五
八
の
四
五
三
か
ら

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
五
八
の
八
五
ま
で

〃

６ ５ ４ ３ ２ １

県

道

県

道

県

道

む
つ
尻
屋
崎

線 青
森
五
所
川

原
線

差
波
新
井
田

線

下
北
郡
東
通
村
大
字
目
名
字
大
所
二
の
一
五
か
ら

下
北
郡
東
通
村
大
字
目
名
字
大
所
二
の
一
六
七
ま
で

青
森
市
大
字
岡
町
字
宮
本
八
八
の
六
二
か
ら

青
森
市
大
字
新
城
字
天
田
内
一
八
の
二
九
八
ま
で

青
森
市
大
字
岡
町
字
宮
本
八
八
の
一
四
〇
か
ら

青
森
市
大
字
岡
町
字
宮
本
八
八
の
二
一
五
ま
で

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
五
八
の
四
五
三
か
ら

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
五
八
の
八
五
ま
で

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
一
六
〇
か
ら

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
四
二
の
一
ま
で

八
戸
市
新
井
田
西
二
丁
目
二
六
の
七
か
ら

八
戸
市
新
井
田
西
一
丁
目
二
〇
の
三
ま
で

後 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前

一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
二
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
二
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
九
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
九
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
五
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
五
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
〇
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
〇
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
三
五
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

二
三
五
・
二
〇
メ
ー
ト
ル



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
七
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
公
園
事
業
を
平
成
十
六
年
四
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

八
戸
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
公
園
事
業

(

二
・
二
・
七
三
号
売
市
第
六
号
公
園)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
八
戸
市
大
字
売
市
字
馬
場
河
原
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

青
森
県
告
示
第
三
百
八
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
六
年
四
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

八
戸
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

八
戸
都
市
計
画
公
園
事
業

(

三
・
三
・
一
号
三
八
城
公
園)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
六
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

公

告

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
施
行

平
成
十
六
年
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施

行
規
則

(

昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号)

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

(

筆
記
試
験
、
実
地
試
験
共
に)

１

期
日

平
成
十
六
年
八
月
二
十
五
日

(

水)

２

場
所

青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

青
森
県
立
保
健
大
学

二

受
験
願
書
受
付
期
間
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青
森
市
大
字
岡
町
字
宮
本
八
八
の
一
四
〇
か
ら

青
森
市
大
字
岡
町
字
宮
本
八
八
の
二
一
五
ま
で

〃

青
森
市
大
字
岡
町
字
宮
本
八
八
の
六
二
か
ら

青
森
市
大
字
新
城
字
天
田
内
一
八
の
二
九
八
ま
で

〃

県
道
む
つ
尻
屋
崎
線

下
北
郡
東
通
村
大
字
目
名
字
大
所
二
の
一
五
か
ら

下
北
郡
東
通
村
大
字
目
名
字
大
所
二
の
一
六
七
ま
で

〃



( )

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

(

金)

か
ら
同
年
七
月
二
日

(

金)

ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ

る
場
合
は
、
書
類
が
完
備
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
七
月
二
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有

効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇－

八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
県
内
各
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
保
健
部
及
び
青
森
県
健
康
福
祉
部
医

療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ
で
交
付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ

(

電
話

〇
一
七－

七
三
四－

九
二
八
九)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

喜
多
山

秀

美

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

工
事
完
了

年

月

日

大

鰐

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

(

農
道
整
備
事
業)

平
成
��･

�･

��

〃

〃

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備

事
業)

〃

細

野

農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業

��･

��･

��

鬼

楢

緊
急
農
地
集
積
ほ
場
整
備
事
業

(

担
い
手
育
成
型)

��･

�･

�

か

ら

堤

た
め
池
等
整
備
事
業

��･

��･

��

杉

山

〃

��･

��･

�

相

馬

川

二

期

か
ん
が
い
排
水
事
業

��･

�･

��

柳

沢

緊
急
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備

事
業)

��･

�･

��

〃

〃

(

区
画
整
理
事
業)

〃

〃

〃

(

農
道
整
備
事
業)

��･

��･

��

徳

下

水
田
農
業
経
営
確
立
排
水
対
策
特
別
事
業

��･

��･

�

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
ち
ゃ
い
遊
記
Ｖ
Ｓ

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア

〃

Ｃ
Ｒ
ち
ゃ
い
遊
記
Ｇ
Ｓ

〃
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〃

Ｃ
Ｒ
ち
ゃ
い
遊
記
Ｘ

〃

〃

が
ん
ば
れ
！
！
ロ
ボ
コ
ン
Ｚ
Ｓ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

Ｃ
Ｒ
ミ
ン
キ
ー
モ
モ
Ｒ
Ｒ

タ
イ
ヨ
ー
エ
レ
ッ
ク
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
ミ
ン
キ
ー
モ
モ
Ｎ
Ｎ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
Ｒ
Ｘ

株
式
会
社
エ
ー
ス
電
研

〃

Ｃ
Ｒ
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
Ｆ
Ｘ

〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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